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■「交通結節点の整備にあたっての関係者間連携等」に係るアンケート結果概要 

１）検討事項１／費用負担について 
自治体名 川崎市 

駅名 川崎駅 

事業概要 

○ 既存自由通路（中央）に加え、北口自由通路を新設＋橋上駅舎の改修・増築（事

業年度：平成 18 年度～平成 22 年度） 

 

 

現況 将来

駅駅

Ｂ Ｂ

Ｂ-1 Ａ-1

人/日 
現況 将来

（Ｈ17） （Ｈ22）

280000 350000

123811

うち鉄道利用者（Ａ-1） 99296

うち通過者（Ｂ-1） 24515

35350 53583

自由通路利用者

鉄道乗降客数（Ａ）

鉄道横断利用者（Ｂ）既設中央自由通路利用者（Ｂ）

新設北口自由通路利用者

新設北口自由通路 

駅舎増築部分

新設自由通路

既設自由通路 



 

 
自治体名 姫路市 

駅名 姫路駅 

事業概要 

○ 連立事業により、自由通路を設置（事業年度：平成 15 年度～平成 21 年度） 

 

駅名 （仮称）勝原駅 

事業概要 
○ 都市側の請願により自由通路＋橋上駅舎を設置 ⇒ケーススタディ対象駅として検

討 

自治体名 春日井市 

駅名 神領駅 

事業概要 ○ 自由通路新設＋橋上駅舎化 ⇒ケーススタディ対象駅として検討 

既高架部（新幹線下）

事業前 事業後

新高架下

完成予想図 
［中央コンコース］ 

中央改札口

現況

45700

うち鉄道利用者（Ａ-1）

うち通過者（Ｂ-1）

12642

自由通路利用者

鉄道乗降客数（Ａ）

鉄道横断利用者（Ｂ）

人/日 

事業費総額 都市側 鉄道側
（百万円）

自由通路本体 1174 1174 0

※姫路市負担分のみ 

※中央自由通路（中央コンコース）の整備費用については新高架下は連立事業、新幹線下は

姫路市(道路交通環境改善促進事業１/2 補助）の負担。（連立事業のＪＲ負担は７％）

※東側・西側自由通路の整備費用については姫路市(道路交通環境改善促進事業１/2 補助）

の負担。 



 

２）検討事項２／鉄道事業者・交通管理者等との協議・調整について 

    計画段階での課題 

費用

負担

関連 

●自由通路整備 

[新規整備] 

○自由通路整備に係るＪＲ負担は、橋上駅に新設するエレベーター・エスカレーター事業

費の１／３相当額であり、それ以外は橋上駅も含めて都市側で負担 

〔春日井市・ＪＲ神領駅〕

○自由通路と橋上駅舎整備において費用負担が課題〔各市〕 

[請願駅] 

○請願駅のため、橋上駅舎・自由通路事業費の大半を都市側で負担 

〔姫路市・[仮称]勝原駅〕

※請願駅で鉄道事業者が一部事業費負担を行うことは少ないのではないか。 

鉄道事

業者と

の協議・

調整に

おける

問題点・

課題 

  

費用

負担

以外 

●協議の長期化 

 ○ＪＲ敷地内での工事の決定に時間を要する〔姫路市・ＪＲ姫路駅〕 

 ○ＪＲ側の体制により、設計協議結果に別部門からのクレームで設計変更が発生 

〔姫路 市・ＪＲ姫路駅〕

 ○高架化に伴う公租公課相当として都市側で賃借できる場所の特定に時間を要する 

                              〔春日井市・ＪＲ勝川駅〕

 ○駅前広場内の市施設と駅舎とのデザインの相違等の調整に時間を要する 

〔岐阜市・岐阜駅〕

●乗り入れ協議 

 ○連続立体交差事業に合わせた鉄道乗入れについて、不採算を理由に進展なし 

〔春日井市・ＪＲ勝川駅〕

●デッキ等の設置位置 

 ○ペデ・自由通路の設置位置が、歩行者の利便性と駅下環境から調整が難航  

〔春日井市・ＪＲ勝川駅、ＪＲ神領駅〕

●施設（トイレ・駐輪場等）の設置 

 ○駅前広場内の公衆用トイレの位置〔岐阜市・岐阜駅〕  

 ○請願駅における鉄道利用者の自転車駐輪場が都市側負担となる〔姫路市・[仮称]勝原駅〕

 ○連続立体交差事業完了後の高架下利用について、協議が難航〔春日井市・ＪＲ勝川駅〕

その他交通事業者

との協議・調整にお

ける問題点・課題 

〔バス・タクシー事業者〕 

●バース・プール数の要望 

 ○タクシー事業者より計画以上のタクシープールの台数要望があり、調整が難航 

〔姫路市・ＪＲ[仮称]勝原駅〕

●営業権絡み 

○バス事業者との協議・調整は、岸和田市バス運行連絡協議会と協議しているが、タクシ

ー事業者との協議・調整は、既存組織がない〔岸和田市・ＪＲ阪和線東岸和田駅〕 

交通管理者との

協議・調整におけ

る問題点・課題 

 〔交通管理者〕 

●交通規制に係る申請手続き 

 ○交通規制の変更に係る申請が年 1回で、安全対策に対応できない〔姫路市・ＪＲ姫路駅〕

 ○横断不可の広場前道路の平面横断化に係る調整〔川崎市・ＪＲ川崎駅〕 

●自家用プールの不足 

 ○広場内の自家用プールについて、道路管理者から「不法駐車の温床となる」との理由に

より、設置できない〔姫路市・ＪＲ[仮称]勝原駅〕 

その他（民間権

利者等）の協議・

調整における問

題点・課題 

●地元商店街の要望 

 ○地元商店街から階段の設置位置、橋上改札口開設に伴う地上改札口の閉鎖等への要望へ

の対応〔所沢市・所沢駅〕 

●地下街との調整 

 ○広場改良に係る地下街との調整〔川崎市・ＪＲ川崎駅〕 

●組合施行のため同意が必要 

 ○限度額立体交差事業を若干先行する防災街区整備事業（組合施行）により、駅舎改良費

用負担等に組合員同意が必要となり、行政側に負担を求めてくる可能性あり 

〔岸和田市・ＪＲ阪和線東岸和田駅〕



 

 
    管理・運営段階での課題 

費用

負担

関連 

●請願駅における管理・運営 
 ○請願駅のため、協定広場にならず、駅前広場の設置・管理･運営が全て都市側負担 
                            〔姫路市・ＪＲ[仮称]勝原駅〕

鉄道事

業者と

の協議・

調整に

おける

問題点・

課題 

  

費用

負担

以外 

●バリアフリー化の調整 
 ○駅前広場のバリアフリー化にあたって、鉄道事業者の所有・管理部分について、鉄道事

業者と改善時期、費用負担等について具体的な調整が必要 
〔所沢市・所沢駅、新所沢駅、小手指駅、狭山ヶ丘駅〕

●自由通路の道路認定 
 ○鉄道用地上空の自由通路について、鉄道事業者が道路認定を認めないため、道路管  

理者による管理（道路法の適用）ができない〔横浜市・ＪＲ小机駅、ＪＲ大船駅〕 
●ＪＲの見積額と実績の相違 
 ○受託工事におけるＪＲの工事積算額と精算時の差が大きい〔姫路市・ＪＲ姫路駅〕 
●利用計画変更の際の協議 

○高架下利用については、都市側利用部分についても利用計画を変更する場合にＪＲと協
議が必要 〔岸和田市・ＪＲ阪和線東岸和田駅〕 

●関連会社との共存共栄方策 
○高架下利用の自転車駐車場について、ＪＲ関連会社の駐輪事業との共存共栄方策につい

て協議が必要〔岸和田市・ＪＲ阪和線東岸和田駅〕 

その他交通事業者

との協議・調整にお

ける問題点・課題 

〔バス・タクシー事業者〕 

●タクシープール管理協定の締結 
○タクシー協同組合に未加入の業者があり、全事業者とのプールの管理協定の締結が困難

   〔姫路市・ＪＲ[仮称]勝原駅〕 
○複数のタクシー事業者が駅前広場に乗入する場合、バースの割振り等を行政側では調整
不可能〔岸和田市・ＪＲ阪和線東岸和田駅〕 

●乗降場の改善要望 
○バス事業者・タクシー事業者からの駅前広場における乗降場の改善要望に対して、改善

方法や費用負担等について具体的な調整が必要〔所沢市〕 
●バス・タクシー事業者の共存共栄 

○バス事業者とタクシー事業者が共存共栄を図るための組織検討が必要 
                        〔岸和田市・ＪＲ阪和線東岸和田駅〕

交通管理者との

協議・調整におけ

る問題点・課題 

 〔交通管理者〕 

●駐車対策 
○送迎用自家用自動車の広場周辺における不法駐停車対策が必要 

〔姫路市・ＪＲ[仮称]勝原駅〕

その他（民間権

利者等）の協議・

調整における問

題点・課題 

●啓蒙活動の必要性 
 ○都市基盤施設（道路や公園）に対するボランティアサポートプログラムの導入、啓発活

動が必要〔岸和田市・ＪＲ阪和線東岸和田駅〕 

 



 

■ケーススタディ 

１）ケーススタディ駅の現状と計画 

①神領駅（春日井市） 

自治体名 春日井市 

駅名 ＪＲ神領駅 

事業期間 平成 18 年～20 年度 

現況 14,370 人（H16） 
乗降客数 

将来 1,044 人/15 分(ﾋﾟｰｸ) 

事業概要 
（事業の背
景等） 

○ＪＲ中央本線により南北に分断されている神領駅周辺地区の一体化を図るため、自由
通路整備＋橋上駅舎整備を進める。平成 18 年度は基礎工事に着手。 

○自由通路延長：141ｍ 幅員６ｍ 
 計 都市側 鉄道側 負担割合 

自由 
通路 

本体 
（EV・ESC 込み） 

1,540 1,540 0 都市：鉄道＝100：０ 

本体 1,208 1,208 0 橋上 
駅舎 EV・ESC 等 87 58 29 

都市：鉄道＝45：１ 

事業費 
（百万円） 

総計 2,835 2,806 29 都市：鉄道＝98：１ 

 
【現況】 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

駅舎

［横断地下歩道］ 

○駅の北に神領車輌区(車輌基地)があり、駅の南北が分断されている。 
○駅北から神領駅へのアクセスが非常に悪い。 
○土地区画整理により駅北に駅前広場用地を確保。 



 

【整備計画（期待される効果等）】 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

◆整備イメージ 

◆計画図面 

[鉄道側（鉄道利用者・事業者）の効果] 
○鉄道利用者 
・駅利用者の迂回解消（特に北からのアクセ

スにおいて効果大） 
・バリアフリー化による上下移動解消 
○鉄道事業者 
・ 駅乗降客の増加による運賃収入増 

[都市側の効果] 

・結節点整備による利便性の向上 
・良好な居住環境による人口定着 
・地域の災害や犯罪に対する安全性の向上 



 

② (仮称）勝原駅（姫路市） 

自治体名 姫路市 

駅名 （仮称）勝原駅 

事業期間 平成 18 年～20 年度 

現況 － 
乗降客数 

将来 5,000 人/日（H20） 
事業概要 
（事業の背
景等） 

○都市側の請願により、新駅を設置。既存踏切を撤去し自由通路+橋上駅舎等の整備を
行なうもの。 
[事業背景・経緯] 
○駅の予定地周辺は住宅開発などが著しく、駅間５．７ｋｍのほぼ中間に位置し強い要
望があった。 
○２００２年１０月、地元の要請をうけ、ＪＲ西日本に新駅の設置要望書を提出。 
○２００５年２月、ＪＲ西日本がＪＲ山陽線英賀保―網干駅間に新駅「播磨勝原駅」（仮
称）の設置を認可申請。 

 計 都市側 鉄道側 負担割合 

本体 675 675 0 自由 
通路 EV・ESC 等 56 56 0 

都市：鉄道＝100：０ 

本体 1,150 1,035 115 橋上 
駅舎 EV・ESC 等 30 27 3 

都市：鉄道＝9：１ 

事業費 
（百万円） 

総計 1,911 1,813 118 都市：鉄道＝15：１ 

 
【現況】 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

姫路市勝原区熊見のＪＲ山陽本線

英賀保
あ が ほ

―網干
あ ぼ し

駅間に新駅を設置 

鉄道横断者は現況 1,100 人/日 

踏切あり 

位置図 

網干
あ ぼ し

駅 英賀保
あ が ほ

駅 

[仮称]勝原駅 

姫路駅

○ ＪＲ山陽本線 英賀保
あ が ほ

―網干
あ ぼ し

間が約５．７ｋｍあり、中間に新駅の設置について強い要望と

期待がある。 



 

【整備計画（期待される効果等）】 

◆計画図 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

橋上駅

自由通路

ホーム 

ラッチ

・ＪＲ新駅の駅舎（橋上駅約 550 ㎡）
・ホーム（相対式二面二線Ｌ＝約 245m） 
・自由通路（エレベーター2 基）、駐輪場 1,200 台 
・都市計画道路網干線（Ｗ＝16m） 
・都市計画道路熊見線（Ｗ＝22m）等の整備 

[都市側の効果] 

・結節点整備による利便性の向上 
・良好な居住環境による人口定着 
・歩行者における踏切事故の解消 

[鉄道側（鉄道利用者・事業者）の効果] 
○鉄道利用者 
・既存駅利用から（仮称）勝原駅利用の転換

によるアクセスの向上 
○鉄道事業者 
・駅利用者増による運賃収入増 
・踏切除去に伴う維持管理費の減少 



 

２）ケーススタディ 

（1）費用負担検証の考え方 

 
考え方１：自由通路と駅舎改良を個別実施と一体整備の比較／仮想設計による事業費負担 

 
考え方２：利用者比率による事業費負担 

 
 

考え方３：便益による事業費負担 

 
 
 
 
 
 

➭ ケーススタディ駅について、現在の費用負担割合に対して、下記の考え方を考慮した場合に

おける新たな負担割合のあり方を検証する。 

①自由通路と駅舎改良を個別に実施した場合における仮想事業費の都市側・鉄道側の事業費割

合により、一体整備した場合における鉄道側負担額を設定 
 
②自由通路と駅舎改良を個別に実施した場合における仮想事業費の都市側事業費を、一体整備

した場合における事業費から差し引いて鉄道側負担額を設定 

➭ 整備後における自由通路利用者の割合で事業費を按分（鉄道利用、通過利用） 

➭ 「都市側」、「鉄道利用者」、「鉄道事業者」の各主体における便益比率による按分 
➭ 経路変化等を仮想的に想定して便益を試算 



 

（2）費用負担の検討 

①神領駅(春日井市) 

【考え方 1】 

①総事業費を都市側・鉄道側の個別事業費割合により按分 

[前提条件] 

個別整備①：仮想設計として都市側単独自由通路整備＋鉄道側単独橋上駅舎整備を想定 

 個別整備②：            〃     ＋鉄道側駅構内ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ施設整備のみを想定 

単位：億円  

 都市側 鉄道側 計 

現計画   ２８．４ 

個別整備① 
単独自由通路整備 

７．９※1（Ａ） 

単独橋上駅舎整備 

２８．４※2（Ｂ1） 
３６．３（Ｍ1） 

個別整備② 〃 
ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ施設整備のみ 

０．９（Ｂ2） 
８．８（Ｍ2） 

※1：単独自由通路整備の幅員を、通過者が 200 人/日と少ないため、車いす対応２ｍ＋側方余裕片側０．５ｍ×２＝
３ｍと設定。このときの事業費はﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ施設を４千万円と仮定すると、自由通路本体費用は１５億円［現計画
の本体費用］×３ｍ［設定値］／６ｍ［現計画］＝７．５億円となり、計７．９億円と設定。 

※2：鉄道側単独橋上駅舎整備は現計画と同等の施設規模が必要と考え、現計画事業費にて設定。  

[費用負担額の算定]                             単位：億円 

 都市側 鉄道側 計 

個別整備① 
６．２ 

（２８．４×Ａ／Ｍ1）

２２．２ 

（２８．４×Ｂ1／Ｍ1）
２８．４ 

個別整備② 
２５．５ 

（２８．４×Ａ／Ｍ2）

２．９ 

（２８．４×Ｂ2／Ｍ2）
２８．４ 

 
②総事業費から都市側事業費（個別整備の場合）を差し引き鉄道側負担額を算定 
 

[費用負担額の算定]                        単位：億円 

都市側 鉄道側 計 

７．９ 

（Ａ） 

２０．５ 

（２８．４－Ａ） 
２８．４ 

 
 

【考え方 2】 

○整備後における自由通路利用者の割合で事業費を按分 

［自由通路利用者(人／ピーク時)※］ 

都市側 鉄道利用者 計 

５２(Ｃ) ３,６４８(Ｄ) 

１     ：    ７０ 
３,７００(Ｅ) 

     ※本来１日の利用者比での按分が考えられるが、ここではデータの制約上ピーク時利用者比にて按分 
 

[費用負担額の算定]                         単位：億円 

都市側 鉄道利用者 計 

０．４ 

（２８．４×Ｃ／Ｅ） 

２８．０ 

（２８．４×Ｄ／Ｅ） 
２８．４ 

 

自由通路＋橋上駅舎 



 

【考え方 3】 

○便益による事業費負担 
・自由通路整備による時間短縮便益を都市側と鉄道側それぞれで算定。 
［便益を受ける主体と効果］ 

 対象者数 効果 

都市側 
駅通過者 

200 人/日（Ｆ） 

・南北横断者の自由通路利用による迂回解消効果（380

ｍ⇒140ｍ） 

鉄道 

利用者 

北面側からの鉄道利用者 

7,200 人/日（Ｇ） 

・駅北側からの駅アクセス者の自由通路利用による迂

回解消効果（380ｍ⇒140ｍ） 

［主体別の便益算定］                           単位：万円/日 

時間損失額 
 

with without 

便益 

（without-with） 

都市側 
１．２ 

（Ｆ×140/80※1×35.6※2） 

３．４ 

（Ｆ×380/80×35.6）

２．２ 

（Ｈ） 

鉄道 

利用者 

４４．９ 

（Ｇ×140/80×35.6） 

１２１．８ 

（Ｇ×380/80×35.6）

７６．９ 

（Ⅰ） 

７９．１ 

（Ｊ） 

 ※1：歩行者の歩行速度を 80m/s と設定 

 ※2：歩行者の時間価値原単位 35.6 円/人・分（H15 連立マニュアルよる） 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 [費用負担額の算定]                            単位：億円 

都市側 鉄道利用者 鉄道事業者 計 

０．８ 

（２８．４×Ｈ／Ｊ） 

２７．６ 

（２８．４×Ｉ／Ｊ）
０ ２８．４ 

 

 
 
 

※実際は自由通路整備により、駅舎と

反対側ホームへの移動の際の迂回

解消効果も発現することになるが、

ここでは対象外としている。 

Without 時の経路 

With 時の経路 



 

②（仮称）勝原駅(姫路市) 

【考え方 1】 

①総事業費を都市側・鉄道側の個別事業費割合により按分 

[前提条件] 

個別整備①：仮想設計として、都市側単独自由通路整備＋鉄道側単独橋上駅舎整備を想定 

※新駅整備のため、神領駅のケースと異なり、鉄道側のバリアフリー施設整備のみのケースは想定しない。 
 

                                      単位：億円  

 都市側 鉄道側 計 

現計画   １９．１ 

個別整備① 
単独自由通路整備 

４．０※1（Ａ） 

単独橋上駅舎整備 

１９．１※2（Ｂ） 
２３．１（Ｍ） 

※1：単独自由通路整備の幅員を、通過者が 300 人/日と少ないため、車いす対応２ｍ＋側方余裕片側０．５ｍ×２＝
３ｍと設定。このときの自由通路本体費用は６．７５億円［現計画の本体費用］×３ｍ［設定値］／６ｍ［現計
画］＝３．４億円となり、ﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ施設０．５６億円を加え、４．０億円と設定。 

※2：鉄道側単独橋上駅舎整備は現計画と同等の施設規模が必要と考え、現計画事業費にて設定。 
 

 [費用負担額の算定]                             単位：億円 

 都市側 鉄道側 計 

個別整備 
３．３ 

（１９．１×Ａ／Ｍ）

１５．８ 

（１９．１×Ｂ／Ｍ） 
１９．１ 

 

②総事業費から都市側事業費（個別整備の場合）を差し引き鉄道側負担額を算定 
 

[費用負担額の算定]                         単位：億円 

都市側 鉄道側 計 

４．０ 

（Ａ） 

１５．１ 

（１９．１－Ａ） 
１９．１ 

 

 
【考え方 2】 

○整備後における自由通路利用者の割合で事業費を按分 
 

［自由通路利用者(人／日)］ 

都市側 鉄道利用者 計 

３００（Ｃ） ５,０００（Ｄ） 

１     ：    １７ 
５,３００（Ｅ） 

 

[費用負担額の算定]                        単位：億円 

都市側 鉄道利用者 計 

１．１ 

（１９．１×Ｃ／Ｅ） 

１８．０ 

（１９．１×Ｄ／Ｅ） 
１９．１ 

 

自由通路＋橋上駅舎



 

【考え方 3】 

○便益による事業費負担 
 ○時間短縮便益 

［便益を受ける主体と効果］ 

 対象者数 効果 

都市側 
駅通過者 

300 人/日（Ｆ） 

・踏切除去による待ち時間解消効果 

※ここでは、without 時に１分間踏切遮断を受けるも

のと想定 

鉄道 

利用者 
5,000 人/日（Ｇ） 

・経路変化（駅選択の変化）による時間短縮効果 

 （下図：［鉄道利用者の経路変化の想定］参照） 

［主体別の便益算定］                          
時間損失額（万円/日） 

 
With without 

便益（億円/年） 

（without-with） 

都市側 
０ 

（Ｆ×０×35.6） 

１．１ 

（Ｆ×１分×35.6） 

０．０４ 

（Ｈ） 

鉄道 

利用者 

８０ 

（Ｇ×1.5/20※1×35.6×60） 

１６０ 

（Ｇ×3.0/20※1×35.6×60）

２.９２ 

（Ⅰ） 

 ※1：平均旅行速度を 20km/h と設定 
 [鉄道利用者の経路変化の想定]       

 

 
 
 
 
 
 ○鉄道事業者の供給者便益（営業収入－営業支出） 

 項目 試算結果 

営業収入 
○鉄道利用者の純増分によ

る運賃収入の増加 

○ 純増分を鉄道乗降客の２割、1,000 人と見込み、（仮称）

勝原⇔姫路間（約 7km・190 円）の運賃収入増を見込む。

⇒1,000 人×190 円×365＝０．７億円/年（Ｊ） 

営業支出 
○新駅設置の維持・管理費

 用 

○人件費：500 万円/年×５人＝2,500 万円/年 

○その他経費：人件費と同程度を想定 

            ⇒計０．５億円/年（Ｋ） 

鉄道事業者の供給者便益 
０．２億円/年 

（Ｌ＝Ｊ－Ｋ） 

○費用負担額の算定                         単位：億円 

都市側 鉄道側利用者 鉄道事業者 計 

０．２ 

（１９．１×Ｈ／Ｎ） 

１７．７ 

（１９．１×（Ｉ）／Ｎ）

１．２ 

（１９．１×（Ｌ）／Ｎ） 
１９．１

  ※総便益額＝Ｈ＋Ｉ＋Ｌ＝３．１６億円/年（Ｎ） 

 

Without:3km

新駅

With:1.5km

駅勢圏


	　　（３）　第3分科会

